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はじめに 

 

 平成 22年 3月 31日 茨城県の学校再編整備計画に基づき、県立岩井西高等

学校は閉校を迎えた。以来８年間、県の管理下に置かれていたとは言え、無為

な期間を過ごした。しかし、途中全く利活用の計画がなかったわけでは無く、

市側で検討・調整を行っていた。そして前市長のもと、外国人留学生を受け入

れる学校施設としての利用計画が打ち出された。しかし、この計画は突発性と

いうだけでなく、種々課題を孕んでいたことにより、白紙に戻された。トップ

ダウンであり、利便性より市民の不安を大きくかき立てる結果につながった。

そしてその後迎えた市長選挙の争点のひとつともなった。 

 今回、現市長の指示により、「旧岩井西高校跡地検討委員会」が立ち上げら

れた。１２名の委員が任命され、学識経験者や地域の代表者、公募による市民

などで構成された。費用対効果、持続性・将来性、公益性などを基本的考えと

しながら、就中幅広い市民の考えを少しでも反映できることを念頭に会議を進

めてきた。その結果、結論をひとつに絞らず複数の案を提起することにした。

しかし大きな問題は期間であり、本年度中に県への回答期限が迫る中での議論

に十分な役割を果たし得るかは心許なさを覚える。しかし全委員からは様々な

計画を提案して頂き、前向きな議論が出来たことをここに報告します。 

 今後、旧岩井西高校跡地の利用計画が進展し、更に岩井西高校の卒業生や関

係各位にもご理解いただけるものとなることを願います。 

 

 

旧岩井西高校跡地検討委員会  

委員長 石山 巌  
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１ 基本的な考え方 

現在、坂東市は本格的な「人口減少」と「超高齢社会」を迎えており、これに

伴う市場の縮小、担い手不足、社会保障費の増加など、社会経済システムの維持

に大きな不安を抱えている。 

限られた財源の中で、無駄の削減を徹底するとともに、市民が真に必要とする

事業をいかに効果的・効率的に展開できるかが重要である。 

このような状況を踏まえ、以下のとおり旧岩井西高校跡地の利活用検討にあた

っての基本的な考え方を示す。 

 

（１）費用対効果が見込まれること 

利活用にあたっては、土地購入費や施設整備費など、相当な費用の支出が見込

まれることから、その支出額に見合った十分な効果が見込まれる事業であること。 

 

（２）持続性・将来性があること 

人口減少・高齢社会の進展や継続的に発生する財政負担も踏まえ、持続性・将

来性が見込まれる事業であること。 

 

（３）公益性があること 

公金を投入して整備される施設であるため、当該施設の整備効果やその対象が

特定の人に偏らず、広く地域社会に貢献する事業であること。 
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２ 利活用の方向性 

上記の基本的な考え方を踏まえ、以下のとおり利活用の方向性について示す。 

なお、具体的な利用方法等については、別途検討組織等を設置して、改めて検

討する必要がある。 

 

（１）防災分野での利用 

 坂東消防署の老朽化や消防団の訓練場不足、防災倉庫の設置など、地域の防災

体制強化のための施設として利用する。 

想定される施設 消防署（坂東消防署移設）、防災倉庫、広域避難所 など 

 

（２）多分野での複合利用 

 少子化・超高齢社会や、外国人の増加等による多文化社会の進展を踏まえ、様々

な世代の生きがいづくりや居場所づくり、文化交流、学習・研究の場として利用

する。 

想定される施設 多世代交流サロン、デイサービスセンター、生涯学習・スポ 

ーツ・研究施設 など 

 

（３）茨城県に跡地の有効利用を要望（市で取得しない） 

費用対効果や事業の持続性・将来性を踏まえ、市で跡地の購入・整備等は行わ

ないこととし、現所有者である茨城県に対し、跡地の有効利用について要望する。 

  想定される施設 警察署（境警察署移設） など  
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３ 付言 

市は、本報告書で示した「基本的な考え方」及び「利用の方向性」に配慮し、

利活用方策について更に検討を深めること。 

なお、市で跡地を取得して事業を実施する場合、施設の管理・運営を行う事業

者を公募により選定する（指定管理者制度等による公設民営型の運営）など、民

間の資本やノウハウ等を積極的且つ有効的に活用できるよう努めること。 
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旧岩井西高校跡地検討委員会開催経過 

 

第１回 旧岩井西高校跡地検討委員会（平成 30年５月 31日） 

(1) 当検討委員会について 

(2) 旧岩井西高校跡地の概要について 

(3) 現地見学 

 

第２回 旧岩井西高校跡地検討委員会（平成 30年７月 18日） 

(1) 旧岩井西高校の施設等について 

(2) 利活用の検討（論点）について 

・利活用パターン 

・市で利活用する場合の留意点 

・利活用の方向性（検討例） 

 

第３回 旧岩井西高校跡地検討委員会（平成 30年８月 31日） 

(1) これまでの議論の整理について 

(2) 検討報告書(案)について 

 

第４回 旧岩井西高校跡地検討委員会（平成 30年 10月 18日） 

検討報告書(案)の修正点について 

  

 

  

（資料） 
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旧岩井西高校跡地検討委員会設置要綱 

 

 （設置） 

第１条 旧岩井西高校跡地の今後の利活用方策を検討するため、旧岩井西高校跡

地検討委員会（以下「検討委員会」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌し、その検討の結果を市長に報告

する。 

 （１）旧岩井西高校跡地の今後の利活用方策に関する事項 

 （２）その他市長が必要と認める事項 

 （組織） 

第３条 検討委員会は、委員１２人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。 

 （１）学識経験を有する者 

 （２）市民のうちから公募により選任された者 

 （３）その他市長が必要と認める者 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、委員の委嘱の日から、検討の結果を市長に報告した日ま

でとする。 

 （委員長及び副委員長） 

第５条 検討委員会に委員長及び副委員長１人を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けた

ときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。 

 （意見の聴取等） 

（資料） 
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第７条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説

明若しくは意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。 

 （庶務） 

第８条 検討委員会の庶務は、企画部企画課において処理する。 

 （その他） 

第９条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

   附 則 

 この告示は、平成３０年３月１２日から施行する。  

 

  

（資料） 
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旧岩井西高校跡地検討委員会公募委員募集要項 

 

１ 趣旨 

旧岩井西高校跡地の今後の利活用方策を検討するため、「旧岩井西高校跡地検

討委員会」（以下「検討委員会」という。）の委員を募集します。 

 

２ 検討委員会の役割 

検討委員会は、任期中に４回程度の会議を開催し、旧岩井西高校跡地につい

て、今後の利活用方策に関する事項の検討及び協議を行い、その結果を市長に

報告するものとします。 

 

３ 募集人数 

3人 

 

４ 任期 

委嘱の日から検討の結果を意見として、市長に報告した日までとします。 

ただし、委員が委嘱されたときの条件を欠くに至った場合、委員の職を失う

ものとします。 

 

５ 応募資格 

平成３０年４月１日現在で、次の条件をすべて満たす方 

（１）坂東市内に住所を有する方 

（２）年齢が満１８歳以上の方 

（３）国又は地方公共団体の議員及び職員でない方 

（４）平日、昼間に開催する会議に出席できる方 

 

６ 委員の報酬 

あり 

 

７ 応募方法 

（１）募集期間 

（資料） 
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平成３０年３月１５日（木）から平成３０年４月４日（水）必着 

（２）提出書類 

応募用紙に住所、氏名、生年月日、電話番号、職業、経歴と応募理由等を

記入の上、提出してください。 

なお、提出された書類は返却しません。 

（３）応募用紙の配布場所 

・企画部企画課 

・さしま窓口センター 

（坂東市のホームページからもダウンロードできます。） 

（４）提出先 

市役所企画課へ直接お持ちいただくか、郵送又はファクス、電子メール

のいずれかにより提出してください。 

〒306-0692 坂東市岩井 4365番地 坂東市役所企画課 あて 

ファクス  0297-35-8201 

電子メール kikaku@city.bando.ibaraki.jp 

 

８ 委員の選考 

委員の選考は、書類選考により決定し、選考結果は応募者全員に通知します。 

なお、応募者多数の場合、他の審議会等の公募委員である方にご遠慮いただ

く場合がありますので、予めご了承ください。 

 

９ 問い合わせ先 

坂東市企画部企画課企画政策係 

〒306-0692 坂東市岩井 4365番地 

電話 0297-35-2121（内線 1363） 

ファクス 0297-35-8201 

電子メール kikaku@city.bando.ibaraki.jp 

 

（資料） 
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旧岩井西高校跡地検討委員会委員名簿             （敬称略 委員区分順） 

  氏名 委員区分 役職等 備 考 

1 青木 潔 
1号委員 

（教育・ｽﾎﾟｰﾂ） 
坂東市体育協会 理事   

2 島 美津子 
1号委員 

（福祉） 

民生委員児童委員（岩井地区民生

委員児童委員協議会会長、連合民

生委員児童委員協議会副会長） 

副委員長 

3 永塚 久男 
1号委員 

（防災） 
坂東市消防団 団長   

4 北村 広美 
1号委員 

（産業） 
坂東市商工会 女性部長   

5 鈴木 光與志 
1号委員 

（建築） 
茨城県建築士会坂東支部   

6 石山 巌 
2号委員 

（公募委員） 
公募委員 委員長 

7 須賀 正雄 
2号委員 

（公募委員） 
公募委員   

8 中島 玉枝 
2号委員 

（公募委員） 
公募委員   

9 野本 隆男 
3号委員 

（地元区長） 
上出島区長、七重地区区長会長   

10 小谷野 伊一 
3号委員 

（地元分館長） 
坂東市立公民館七重分館 分館長   

11 張替 秀吉 
3号委員 

（市議会議員） 
市議会議員   

12 風見 好文 
3号委員 

（市議会議員） 
市議会議員   

 

  

（資料） 



 

1 

 

 

 

 


